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平成 22年 10 月 1 日 
しずおか信用金庫 

〔住宅融資借換ローン（中部しんきんクレジットサービス扱い①）〕 
項    目 内        容 

１．商 品 名 しずおか信用金庫「住宅融資借換ローン」 
２．資金使途 下記の住宅融資の借換資金 

① 住宅金融支援機構 
② 旧年金福祉事業団および旧年金資金運用基金（現福祉医療機構）が旧住宅金融公庫
（現住宅金融支援機構）に業務委託していた年金被保険者住宅資金融資 
③ 社会保険福祉協会、静岡県年金福祉協会、年金住宅福祉協会が取扱う福祉医療機構
被保険者住宅転貸資金融資 
④ 銀行、信用金庫をはじめとする金融機関が取扱う住宅融資 
⑤ 地方自治体が取扱う住宅融資 
⑥ 生命保険会社、損害保険会社が取扱う住宅融資 
⑦ 上記①～⑥の資金の借換に伴う付帯費用（保証料・手数料・地震保険料・登記費用） 

３．融資対象となる 
物件 

① 対象物件 
申込人ご本人が所有し、かつ申込人ご本人もしくはご家族が居住することを目的と
した住宅を取得するために、申込人名義で当該取得物件を担保として借入れた住宅融
資の残債務。 
② 対象外となる物件 
以下の物件を取得するために借入れた住宅融資は本ローンの対象外とします。 
Ａ．土地のみ 
Ｂ．マンション 
Ｃ．投機を目的とした土地・建物取得資金 
Ｄ．市街化調整区域内の土地の上の建物 
Ｅ．建築確認許可が可能でない土地の上の建物（保証対象となり得る場合を除く） 
Ｆ．区画整理・改良中の保留地の上の建物 
Ｇ．区画整理・改良中の仮換地等で、かつ、従前地が共有の状態となっている土地の
上の建物（共有持分すべてに担保設定できないもの） 

Ｈ．居住部分の床面積が全体の床面積の 50％未満である事業用併用住宅 
Ｉ．借地の場合で当該土地を担保提供できないもの 

４．借入資格 次の条件を満たし、保証会社の保証を受けられる方 
① 当金庫の営業地区内に住所又は勤務先を有する方 
② 融資申込み時および融資実行時の年齢が満 20 歳以上 65 歳以下、かつ最終返 
済時の年齢が 75 歳以下の方 
③ 同一勤務先に 2 年以上お勤めの給与所得者の方 
＊会社役員、自営業者（専従者を含む）の方はお取扱いできません。 

５．返済実績 ① すべての住宅融資の返済実績が 5 年以上ある方。 
② 借換対象となる住宅融資を含め、当金庫がご融資するすべての借入金について過去

1 年間の約定返済に遅延がない方（約定返済日を含め 3 営業日以内の遅延を除く） 
③ 税込年収に占める他の借入金との年間返済額が下記の範囲内である方 

税  込  年  収 返  済  比  率 
300 万円以上 500 万円未満 年収の 25％以内 

500 万円以上 年収の 30％以内 
④ 団体信用生命保険にご加入いただきます。 

６．融資金額 申込み金額が 100 万円以上 3,000 万円以内で以下の条件をすべて満たす範囲内の方 
【共通事項】 
① 本申込みローンを含むすべての借入金額の合計が 5,000 万円以内の方 
② 本申込みローンを含むすべての住宅ローンの借入金額が前年度税込年収の 5 倍以
内の方 
③ 申込み金額が、借換対象となる住宅融資の現在元金残高および付帯費用の合計額
の範囲内である方 
④ 原則として、担保物件の評価額が 5,000 万円以内の方 
【保証料率が 0.2％の場合】 
① 融資金額が担保評価方法で定められた担保評価額の 80％に相当する金額以内の方 
【保証料率が 0.3％の場合】 
① 融資金額が担保評価方法で定める担保評価額の 120％に相当する金額以内の方 
② 融資金額が担保評価方法で定める担保評価額の 80％に相当する金額に 1,000 万円
を加えた金額以内の方 
③ 融資金額が借換対象となる住宅融資の当初融資金額以内、かつ、借換対象物件当
初購入（請負）価格の 80％以内の方 
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平成 22年 10 月 1 日 
しずおか信用金庫 

〔住宅融資借換ローン（中部しんきんクレジットサービス扱い②）〕 
項    目 内        容 

７．融資期間 借換対象住宅融資の残存期間内かつ 30 年以内 
８．金利種類 下記の金利種類の中からご選択いただきます。 

① 変動金利型 
② 固定・変動金利選択型 

９．変動金利の場合
の融資利率およ
び返済額変動の
基準と頻度 

 

① ご融資の利率は、当金庫の住宅ローン基準金利を基準として、基準金利の変更に
伴ってその変更幅と同一幅で変動します。 
② ご融資後の利率は、4 月 1 日および 10 月 1 日の年 2 回見直しをおこない、それ
ぞれ 6 月、12 月の約定返済日の翌日より新利率が適用されますが、毎月およびボ
ーナス分の返済額は 5 年間変わりません。ただし、元金と利息の割合が変わりま
す。 
③ 返済額の見直しは 5 年毎行いますが、新しい返済額の増加分は、たとえ利率が上
昇しても旧返済額の 25％以内です。 
④ 当初の借入期間が満了しても、未返済残高がある場合は、原則として期日に一括
返済していただきます。 

10．固定金利・変動
金利の選択 

 
 
 
 
 

① 当初借入時に固定金利期間を 3・5・10 年の中から選択いただき、固定金利から
スタートします。 
② 固定期間終了時の取扱いは次のようになります。 
Ａ．引続き、固定金利をご希望の場合は、その時点での新利率にて再度固定金利
をご選択いただけます。 
（例）当初固定金利期間 5 年を選択された場合は、借入当初の利率が適用される
のは 5 年間に限ります。固定金利期間中は他の金利タイプへの変更はでき
ません。5 年経過時点で再度その時点での固定金利を選択することができ
ますが、この利率は借入当初の利率と異なる可能性があります。 

Ｂ．固定金利選択のお申し出がない場合は、自動的にその時点での変動金利に切 
り替えさせていただきます。 
なお、変動金利選択後も再度固定金利を選択することができます。 

  C．固定金利または変動金利へ切替のつど、毎回返済額は変更になります。 
11．変動金利選択の
場合の融資利率
および返済額変
動の基準と頻度 

 

① 固定金利終了後に変動金利を選択した場合の利率は、4 月 1 日および 10 月 1 日
の年 2 回見直しをおこない、それぞれ 6 月、12 月の約定返済日の翌日より新利
率が適用されますが、毎月およびボーナス分の返済額は変更後 5 年間変わりませ
ん。ただし、元金と利息の割合が変わります。 
② 返済額の見直しは 5 年毎行いますが、新しい返済額の増加分は、たとえ利率が上
昇しても旧返済額の 25％以内です。 
③ 当初の借入期間が満了しても、未返済残高がある場合は、原則として期日に一括 
返済していただきます。 

12．返済方法 元利均等返済〔毎月決まった金額（元金＋利息）を、ご指定の預金口座から引落とさ
せていただきます。〕 
＊6 カ月ごとのボーナスによる増額返済もあります。この場合、ボーナス返済分の元
金は融資金の 50％以内となります。 

13．担保価格 
 
 

① 土地の価格…… 路線価 
＊路線価のない地域では、固定資産評価額×財産評価基準書（評価倍率表）に基づく
倍率により算出された価格 
② 建物の価格……固定資産評価額 

14．担保 当金庫が、融資対象の土地・建物に原則として第一順位の抵当権、および建物の火災
保険に質権を設定させていただきます。 
 

15．保証 株式会社中部しんきんクレジットサービスをご利用いただきます。 
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平成 22年 10 月 1 日 
しずおか信用金庫 

〔住宅融資借換ローン（中部しんきんクレジットサービス扱い③）〕 
項    目 内        容 

16．保証料等 ① 保証料 ⇒ 0.20% 
（例）融資額 1,000 万円、借入期間 30 年の場合 191,370 円 
⇒ 0.30% 
（例）融資額 1,000 万円、借入期間 30 年の場合 287,060 円 

 ＊保証料は、ご融資実行時に一括してお支払いただきます。 
② 事務取扱手数料    ⇒ 31,500 円（消費税込み） 
③ 不動産担保設定手数料 ⇒ 21,000 円（消費税込み） 

17．繰上返済手数料 ご融資後に、融資額の繰上返済を行う際には、下記手数料（消費税込み）をいただき
ます。 
    ＜変動金利型＞ 

Ａ．実行後 3 年以内 3,150円 
Ｂ．実行後 3 年超 5 年以内 2,100円 
Ｃ．実行後 5 年超 7 年以内 1,050円 

全額繰上返済 

Ｄ．実行後 7 年超 無    料 
Ａ．一部繰上返済のみ 3,150円 一部繰上返済 
Ｂ．条件変更を伴う場合 5,250円 

 
＊固定変動選択型の固定期間ご利用中は原則として繰上返済はできません。 
  やむを得ず繰上返済される場合、下記の手数料（消費税込）をいただきます。 
    ＜固定変動選択型＞ 

全額繰上返済 31,500 円 
一部繰上返済 21,000 円  

18．固定金利選択手数
料 

固定変動選択型を選択された場合、当初固定金利期間終了後に引続き固定金利 
を選択した場合には、下記の手数料（消費税込み）をいただきます。 

固定金利選択手数料 5,250円  
19．その他参考事項 ① 返済額をお知りになりたい方は、窓口にお申し出ください。 

② 金利をお知りになりたい方は、窓口にお申し出ください。 
③ 諸条件によりお申し出に添えない場合がございますので、あらかじめご承知おき
ください。 

20．苦情処理措置・

紛争解決措置 

苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または本部コンプライア

ンス統括部（当金庫営業日 9 時～17 時、電話：0120-001-772）にお

申し出ください。 

紛争解決措置 東京弁護士会（月～金曜日（祝日、年末年始除く）9時30分～12時・

13時～15時、電話：03－3581－0031）、第一東京弁護士会（月～金曜

日（祝日、年末年始除く）10時～12時・13時～16時、電話：03－3595

－8588）、第二東京弁護士会（月～金曜日（祝日、年末年始除く）9

時30分～12時・13時～17時、電話：03－3581－2249）の仲裁センター

等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さ

まは、当金庫営業日に、上記コンプライアンス統括部または全国しん

きん相談所（信用金庫営業日9時～17時、電話：03－3517－5825）に

お申し出ください。 
 


